
地
論
学
派
は
『
十
地
経
論
」
及
び
関
連
の
経
論
を
発
揚
、
伝
承
す
る
こ
と
を
中
心
に
、
師
資
相
承
を
通
じ
て
、
一
大
学
派
を
作
り
出
し

た
。
勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
の
伝
承
が
異
な
る
た
め
、
慧
光
は
勒
那
摩
提
を
継
い
で
南
道
系
を
形
成
し
、
道
籠
は
菩
提
流
支
を
承
け
て
北

道
系
を
形
成
し
て
、
南
北
二
道
の
対
立
が
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
学
派
の
系
譜
の
構
築
は
、
決
し
て
地
論
学
派
そ
の
も
の
に
由
来
す
る

の
で
は
な
く
、
地
論
学
派
の
学
者
を
「
地
論
師
」
と
称
す
る
の
は
、
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
、
吉
蔵
（
五
四
九
’
六
二
三
）
等
に
よ
る
北

朝
仏
教
に
対
し
て
の
総
括
か
ら
生
ま
れ
た
。

地
論
学
派
が
南
道
と
北
道
に
分
か
れ
た
の
は
、
従
来
の
記
述
で
は
『
十
地
経
論
」
翻
訳
の
食
い
違
い
、
勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
の
差
異
、

慧
光
と
道
籠
の
不
一
致
等
々
に
よ
り
、
非
常
に
複
雑
な
「
影
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
」
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
影
像
」
の
中
の

ど
れ
が
「
真
相
」
で
あ
り
、
ど
れ
が
後
に
敷
桁
さ
れ
た
「
虚
像
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
原
典
資
料
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

者
の
基
礎
の
上
で
、
こ
の
争
い
を
解
決
す
る
た
め
に
新
た
な
考
え
方
を
提
供
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

現
在
の
文
献
に
よ
っ
て
考
え
る
な
ら
、
地
論
学
派
南
北
道
の
記
載
が
最
も
早
く
出
て
く
る
の
は
、
智
顎
の
関
連
著
作
の
中
で
あ
り
、
例
１

地
論
学
派
に
お
け
る
南
北
道
分
裂
の
「
真
相
」
と
「
虚
像
」

｜
、
洛
下
説
と
相
州
説

村 聖

田
み
お

凱訳



え
ば
『
摩
訶
止
観
」
、
『
法
華
玄
義
』
、
『
法
華
文
句
」
、
「
四
教
義
」
、
『
維
摩
玄
疏
」
、
『
維
摩
文
疏
』
に
は
い
ず
れ
も
「
地
論
師
」
と
い
う
呼

（
１
）

称
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
智
顎
は
地
論
学
派
の
南
北
二
道
へ
の
分
裂
を
最
も
早
く
記
述
し
た
。
『
法
華
玄
義
」
に
は
「
如
扇
論
」
有
南

（
２
）

北
二
道
、
加
復
『
摂
大
乗
」
興
、
各
自
謂
真
、
互
相
排
斥
、
令
堕
負
処
」
と
言
う
。
こ
れ
は
智
顎
に
よ
る
当
時
の
仏
教
の
現
状
に
つ
い
て

の
描
写
で
あ
り
、
地
論
学
派
内
部
に
南
北
二
道
の
論
争
が
起
こ
り
、
し
か
も
『
摂
大
乗
論
』
北
伝
の
後
は
、
さ
ら
に
排
斥
し
あ
う
と
い
う

（
３
）

情
勢
で
あ
っ
た
。
『
維
摩
経
玄
疏
」
巻
五
に
は
「
而
南
北
二
道
執
真
縁
成
仏
不
同
、
豈
不
堕
自
他
見
耶
」
と
あ
り
、
北
道
系
は
「
縁
修
作

仏
」
、
南
道
系
は
「
真
修
作
仏
」
を
主
張
し
て
お
り
、
二
系
統
の
思
想
の
違
い
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
道
宣
「
続
高
僧
伝
』
は
南
北
道
の
歴
史
的
事
実
に
言
及
し
た
。
道
宣
と
玄
美
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
玄
笑
は
若
年
の
印
度
へ
行

く
以
前
の
参
学
時
代
、
当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
思
想
上
の
混
乱
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
に
「
但
遠

人
来
訳
、
音
訓
不
同
、
去
聖
時
遥
、
義
類
差
舛
。
遂
使
双
林
一
味
之
旨
、
分
成
当
現
二
常
、
大
乗
不
二
之
宗
、
析
為
南
北
両
道
。
紛
転
謡

（
４
）

論
、
凡
数
百
年
、
率
士
懐
疑
、
莫
有
匠
決
」
と
あ
る
。
当
時
の
仏
教
界
で
は
仏
性
の
当
常
、
現
常
に
つ
い
て
の
論
争
が
絶
え
ず
、
特
に
地

論
学
派
の
南
道
、
北
道
の
相
違
が
大
き
か
っ
た
。
後
代
の
勒
那
摩
提
ｌ
慧
光
を
南
道
と
し
、
菩
提
流
支
ｌ
道
籠
を
北
道
と
す
る
の
は
、
道

宣
（
五
九
六
’
六
六
七
）
の
記
載
に
始
ま
る
。
『
続
高
僧
伝
』
道
籠
伝
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

迫
宣
は
当
時
の
あ
る
種
の
見
解
を
道
籠
の
伝
記
の
後
に
付
け
加
え
、
そ
れ
と
と
も
に
、
菩
提
流
支
、
勒
那
摩
提
の
思
想
の
差
異
を
強
調
し

て
お
り
、
二
人
の
差
異
が
あ
る
た
め
に
、
一
歩
進
ん
で
薑
光
、
道
籠
の
差
異
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
世
の
学
者
は
こ
の

一
説
云
、
初
勒
那
三
蔵
教
示
三
人
、
房
・
定
二
士
授
其
心
法
、
慧
光
一
人
偏
教
法
律
。
菩
提
三
蔵
惟
教
干
籠
、
籠
在
道
北
教
牢
・
宜

四
人
、
光
在
道
南
教
腫
・
萢
十
人
、
故
使
洛
下
有
南
北
二
途
、
当
現
両
説
自
斯
始
也
、
四
宗
五
宗
亦
価
此
起
。
今
則
訣
芙
、
靴
不
繁

５
）

一
云
○

2



湛
然
は
、
北
朝
・
陪
唐
時
代
の
仏
教
典
籍
に
見
ら
れ
る
「
北
人
」
と
は
、
「
相
州
北
道
」
の
地
論
師
だ
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見

方
に
は
偏
り
が
あ
り
、
「
北
人
」
と
は
実
は
北
方
で
仏
法
を
広
め
た
論
師
で
あ
り
、
例
え
ば
「
北
人
」
、
「
北
方
論
師
」
、
「
北
地
師
」
、
「
北

地
禅
師
」
、
「
北
地
摩
桁
師
」
等
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
一
種
の
通
称
を
表
し
て
お
り
、
指
し
示
す
対
象
を
細
か
く
判
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
「
相
州
自
分
南
北
二
道
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
は
、
後
の
学
者
が
地
論
学
派
の
南
北
道
を
解
釈
す
る
際
の

出
発
点
で
あ
る
。
相
州
か
ら
洛
陽
へ
行
く
街
道
に
は
南
と
北
が
あ
り
、
二
家
の
学
徒
は
こ
れ
ら
二
つ
の
道
に
沿
っ
て
各
々
発
展
し
た
た
め

（
７
）

に
名
が
付
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
あ
る
い
は
洛
陽
城
ま
で
遡
り
、
勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
が
当
時
の
御
道
の
南
北
に
分
か
れ
て
住
ん
で

（
８
）

い
た
の
で
、
南
道
・
北
道
の
二
系
統
が
出
来
た
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
相
州
の
説
と
洛
下
の
説
が
形
成
さ
れ
、
時
間
的
に
は
約
二
十
年
の

差
が
開
い
た
。
二
系
統
の
相
違
か
ら
言
う
な
ら
、
洛
陽
時
代
に
は
間
違
い
な
く
既
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
布
施
浩
岳
は
次
の
よ

う
な
解
釈
を
提
示
し
た
。
菩
提
流
支
は
永
寧
寺
に
住
し
、
洛
陽
城
西
第
三
門
道
の
北
に
在
り
、
勒
那
摩
提
は
恐
ら
く
白
馬
寺
に
住
し
、
西

（
９
）

郊
第
二
門
道
の
南
に
在
っ
た
。
寺
院
が
御
道
の
南
北
に
別
々
に
あ
り
、
そ
こ
で
南
道
、
北
道
の
説
が
出
来
た
。

（
皿
）

勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
の
思
想
は
異
な
る
と
は
い
え
、
両
者
の
派
閥
の
対
立
に
つ
い
て
の
「
洛
下
の
説
」
は
、
可
能
性
が
高
く
な
い
。

「
深
密
解
脱
経
序
一
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

種
の
考
え
方
に
依
拠
し
て
、
絶
え
間
な
く
推
断
・
演
鐸
し
て
地
論
学
派
の
思
想
的
系
譜
を
構
築
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
南
北
二
道
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
異
説
紛
々
で
あ
る
。
『
法
華
文
句
記
』
巻
七
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

北
人
者
、
諸
文
所
指
、
多
是
相
州
北
道
地
論
師
也
。
古
弘
『
地
論
」
、
相
州
自
分
南
北
二
道
、
所
計
不
同
、
南
計
法
性
生
一
切
法
、

（
６
）

北
計
黎
耶
生
一
切
法
。
宗
党
既
別
、
釈
義
不
同
。

３



慧
光
は
勒
那
摩
提
が
死
去
し
た
後
、
ず
っ
と
菩
提
流
支
の
訳
場
に
参
与
し
て
い
た
。
従
っ
て
慧
光
は
勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
の
思
想
的
相

違
に
つ
い
て
、
か
な
り
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
慧
光
と
菩
提
流
支
の
間
の
矛
盾
や
紛
争
の
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
相
州
の
説
」
は
道
宣
の
解
釈
に
よ
る
と
、
間
違
い
な
く
慧
光
と
道
籠
の
間
の
対
立
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
故
使
洛
下
有
南

北
二
途
」
と
は
、
地
論
学
派
の
学
説
が
す
べ
て
洛
陽
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
相
州
南
道
」
、
「
相
州
北
道
」
の
違
い

第
一
に
、
勒
那
摩
提
と
菩
提
流
支
の
異
な
っ
た
伝
授
に
つ
い
て
は
、
二
者
の
伝
承
が
異
な
る
。
こ
の
た
め
、
慧
光
と
道
籠
の
思
想
上
の

差
異
は
非
常
に
大
き
く
な
り
、
そ
こ
で
南
道
、
北
道
の
対
立
が
出
現
し
得
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
南
道
」
、
「
北
道
」
と
は
南
北
の
方
位
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
都
城
の
南
城
と
北
城
の
区
別
で
あ
る
。

（
迫
）

『
魏
害
』
地
形
志
に
は
「
魏
尹
、
故
魏
郡
、
漢
高
祖
置
、
二
漢
属
莫
州
、
晋
属
司
州
、
天
興
中
属
相
川
、
天
平
初
改
為
尹
」
と
あ
る
。
太

祖
と
は
北
魏
道
武
帝
拓
賊
珪
で
あ
り
、
天
興
四
年
（
四
○
一
）
に
北
魏
は
相
州
を
置
い
た
。
一
方
で
都
城
は
華
北
平
原
の
南
端
に
位
置
し
、

県
北
に
は
潭
水
が
横
た
わ
り
、
河
北
の
要
害
の
地
を
占
め
、
軍
事
上
で
重
要
な
戦
略
的
地
位
が
あ
り
、
か
ね
て
よ
り
軍
事
家
が
争
う
地
で

あ
っ
た
。
郷
城
は
春
秋
時
代
に
初
め
て
築
か
れ
た
。
後
漢
末
、
郷
城
は
翼
州
牧
哀
紹
の
駐
屯
地
で
あ
っ
た
。
官
渡
の
戦
で
は
、
曹
操
が
衰

紹
を
撃
ち
破
り
、
邦
城
を
攻
略
し
て
、
邦
都
を
造
営
し
た
。
左
思
「
魏
都
賦
」
及
び
張
載
注
の
記
述
に
よ
る
と
、
城
内
に
は
東
西
に
一
本

の
大
街
が
あ
り
、
東
は
建
春
門
に
通
じ
、
西
は
金
明
門
に
接
し
、
城
全
体
を
南
北
二
つ
に
分
け
て
い
た
。
現
代
の
考
古
学
的
発
掘
に
お
い

て
は
、
都
城
の
北
で
は
前
後
し
て
六
本
の
道
路
が
発
見
さ
れ
た
。
一
本
は
東
西
の
大
道
が
城
趾
を
横
に
貫
き
、
そ
の
南
側
に
は
三
本
の
南

北
の
大
道
が
あ
り
、
北
側
に
は
二
本
の
南
北
の
大
道
が
あ
る
。
東
西
の
大
道
以
南
の
三
本
の
南
北
の
大
道
は
、
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
平

が
出
来
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

時
有
北
天
竺
三
蔵
法
師
菩
提
留
支
、
魏
音
道
啼
、
曽
為
此
地
之
沙
門
都
統
也
。
…
…
以
永
煕
二
年
、
龍
次
星
紀
、
月
呂
蕊
賓
、
詔
命
４

（
、
）

三
蔵
、
干
顕
陽
殿
、
高
昇
法
座
、
披
匡
揮
塵
、
口
自
翻
訳
。
…
・
・
舍
筆
之
后
、
転
授
沙
門
都
法
師
誉
光
・
曇
寧
。



辛
術
は
か
っ
て
高
隆
之
と
と
も
に
都
城
の
南
城
の
建
造
を
共
同
で
監
督
し
、
『
北
斉
害
」
辛
術
伝
に
は
「
与
僕
射
高
隆
之
共
典
営
構
郷
都

（
略
）

宮
室
、
術
有
思
理
、
百
工
克
済
」
と
言
う
。
し
か
も
、
畿
内
の
十
万
人
を
動
員
し
、
洛
陽
宮
殿
の
木
材
を
移
転
さ
せ
、
郷
に
運
ん
で
宮
室

と
城
を
造
り
、
城
の
周
長
は
二
十
五
里
で
あ
っ
た
。
五
年
間
の
建
設
を
経
て
、
興
和
元
年
（
五
三
九
）
冬
十
一
月
に
新
宮
が
と
う
と
う
落

（
Ⅳ
）

成
し
、
ま
た
二
年
目
の
正
月
に
は
、
新
た
な
王
宮
に
引
っ
越
し
た
。

（
鴫
）

都
城
の
北
城
は
旧
城
で
、
も
と
は
相
州
刺
史
の
治
所
が
あ
っ
た
城
で
あ
り
、
東
魏
の
孝
静
帝
が
最
初
に
洛
陽
か
ら
鄭
城
に
移
っ
た
が
、

し
ば
ら
く
は
適
当
な
宮
殿
が
な
か
っ
た
の
で
、
旧
城
の
刺
史
の
所
に
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
二
年
目
に
、
新
城
の
建
造
が
始
ま
っ
た
。
そ
の

位
置
が
旧
城
の
南
に
在
る
た
め
、
南
城
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
周
回
が
二
十
五
里
で
あ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
新
城
の
規
模
は
か
な

り
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
顧
炎
武
「
歴
代
帝
王
宅
京
記
」
が
引
用
す
る
「
郷
中
記
』
に
は
「
城
東
西
六
里
、
南
北
八
里
六
十
歩
」
と
言
い

こ
の
城
が
東
西
に
短
く
、
南
北
に
長
い
都
城
で
あ
っ
て
、
四
角
形
の
城
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
城
に
は
合
わ
せ
て
十
一
の

行
対
称
の
状
態
を
呈
し
て
い
る
。
北
区
の
中
部
は
宮
殿
区
で
、
重
要
な
官
衙
を
含
み
、
西
部
は
皇
室
の
庭
園
で
あ
る
。
庭
園
の
西
側
は
銅
雀

（
過
）

台
等
の
三
つ
の
台
で
、
宮
殿
区
東
側
は
帰
属
の
居
住
区
「
戚
里
」
で
あ
る
。
郷
北
城
南
区
は
主
に
居
住
区
と
一
般
の
官
署
で
あ
っ
た
。

邦
城
が
南
北
二
城
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
記
述
が
あ
る
。
天
平
元
年
（
五
三
三
）
十
一
月
、
『
魏
圭
呈
孝
静
帝
紀

（
魁
）

に
「
庚
寅
、
車
駕
至
鄭
、
居
北
城
相
州
之
癬
」
と
言
い
、
二
年
（
五
三
四
）
八
月
、
「
甲
午
、
発
集
七
万
六
千
入
営
新
宮
」
と
言
う
。
当
時

の
新
た
な
王
宮
の
建
造
は
、
高
隆
之
が
責
任
者
で
あ
っ
た
。
『
北
斉
耆
」
高
隆
之
伝
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

又
領
営
構
大
将
、
京
邑
制
造
、
莫
不
由
之
。
増
築
南
城
、
周
回
二
十
五
里
。
以
潭
水
近
干
帝
城
、
起
長
堤
以
防
迂
溢
之
患
。
又
鑿
渠

（
巧
）

引
潭
水
周
流
城
郭
、
造
治
水
硬
磑
、
井
有
利
子
時
。

｜
可



門
が
あ
り
、
南
側
三
門
は
、
東
に
啓
夏
門
、
中
央
に
朱
明
門
、
西
に
厚
載
門
、
東
側
四
門
は
、
南
に
仁
南
門
、
次
に
中
陽
門
、
次
の
北
に

上
春
門
、
北
に
昭
徳
門
、
西
側
四
門
は
、
南
に
上
秋
門
、
次
に
西
華
門
、
次
の
北
に
乾
門
、
北
に
納
義
門
で
あ
る
。
南
城
の
北
は
、
北
城

（
四
）

に
連
な
り
、
そ
の
城
門
は
北
城
の
門
で
あ
る
。
し
か
も
、
新
城
内
に
は
宮
殿
が
建
て
ら
れ
、
ま
た
大
社
、
帝
社
、
大
穆
の
三
壇
が
あ
り
、

ま
た
籍
田
、
御
耕
壇
、
辞
雍
と
総
章
堂
、
孔
父
廟
、
太
廟
も
あ
っ
た
。
南
城
が
当
時
の
政
治
・
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

北
城
に
は
七
つ
の
門
が
あ
り
、
南
側
は
鳳
陽
門
、
中
央
は
中
陽
門
、
次
は
広
陽
門
、
東
側
は
建
春
門
、
北
側
は
広
徳
門
、
次
は
殿
門
、

西
側
は
金
明
門
で
、
白
門
と
も
呼
ば
れ
た
。
旧
城
は
東
西
長
さ
七
里
、
南
北
は
五
里
で
、
東
西
に
長
く
、
南
北
に
短
い
城
で
あ
る
。
北
城

内
に
は
大
変
有
名
な
三
つ
の
台
、
銅
雀
台
・
金
虎
台
・
沐
井
台
が
あ
っ
た
。
北
斉
時
代
、
三
台
宮
を
改
装
し
て
大
興
聖
寺
と
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
湛
然
が
言
う
「
相
州
自
分
南
北
二
道
」
に
つ
い
て
、
楊
維
中
氏
は
恐
ら
く
相
州
（
邦
都
）
北
城
の
東
西
大
道
の
境
界
に

（
釦
）

よ
っ
て
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
東
魏
時
代
に
な
っ
て
、
都
城
に
は
じ
め
て
南
城
、
北
城
の
明
確
な

区
別
が
出
来
た
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
南
北
二
道
」
と
は
郷
城
の
南
、
北
方
向
を
指
す
は
ず
で
あ
り
、
あ
る
い
は
南
、
北
城
と
言
え
ぱ
よ

り
正
確
だ
ろ
う
。

正
史
、
『
資
治
通
鑑
』

大
柱
厳
寺
一
城
東
南
一
輔
鯉
駐
諏
阻
鮪
蕊
獺
輔
震
て
騨
鰈
蕊
↓
北
史
冒
典
宣
帝
紀

半
し
宰
巾
士
寸

寺
院
一
方
位
一

南
城

（
劃
）

及
び
僧
伝
等
の
資
料
に
よ
っ
て
、
都
城
の
寺
院
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

北
斉
天
保
元
年
（
五
五
一
）
「
斉
主
初
受
禅
、
魏
神
主
悉
寄
子
七
帝
寺
、

至
是
、
亦
取
焚
之
」
。
罫
南
城
内
に
七
帝
坊
が
あ
り
、
坊
内
に
東
魏
太

廟
が
あ
り
、
そ
こ
で
七
帝
寺
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

内
容

『
資
治
通
鑑
一
巻
一
百
六
十
四

出

処

(）



大
覚
寺
一
郭
城
東

雲
居
寺

雲
門
寺

雀
離
仏
院

宝
山
寺

大
総
持
寺

大
定
寺

北
宣
寺

日
吾
盾
土
寸

郷
城
西
南

八
十
里
龍

山
之
陽

郭
西
龍
山

之
陽

城
西
南

城
西
南

城
南

城
南

城
南

北
斉
天
保
二
年
（
五
五
一
）
、
僧
稠
は
北
斉
文
宣
王
高
洋
の
招
き
に
応
じ
、

郷
城
に
入
っ
て
説
法
し
た
。
天
保
三
年
（
五
五
二
）
、
高
洋
は
彼
の
た
め

に
精
舍
を
建
設
し
、
雲
門
寺
と
名
づ
け
た
。

北
斉
天
保
三
年
（
五
五
二
）
、
文
宣
帝
高
洋
の
た
め
に
建
て
ら
れ
、
方
円

五
里
で
あ
っ
た
。

慧
光
は
東
魏
時
代
に
、
郷
城
の
大
覚
寺
に
移
住
し
た
。
大
覚
寺
は
鄭
城

（
理
）

の
東
部
に
あ
り
、
薑
光
の
弟
子
僧
範
、
曇
隠
等
は
み
な
こ
の
寺
に
住
し

「
（
趙
郡
王
高
容
）
出
至
永
巷
、
遇
兵
被
執
、
送
華
林
園
、
干
雀
南
仏

院
令
劉
桃
枝
拉
而
殺
之
」
。
こ
の
仏
寺
は
亀
弦
国
の
雀
離
寺
を
ま
ね
て

建
て
ら
れ
た
。

武
帝
大
同
二
年
（
五
三
六
）
、
「
上
為
文
帝
作
皇
居
寺
以
追
福
、
命
有
司

求
良
材
…
、
：
没
其
材
以
為
寺
」
。

「
（
河
清
二
年
）
五
月
壬
午
詔
、
以
城
南
双
堂
閏
位
之
苑
、
廻
造
大
総
持

寺
」
。
慧
順
は
大
総
持
寺
に
住
し
た
。

減
ら
し
、
軍
人
の
常
廩
を
無
く
し
、
省
州
郡
の
職
を
合
わ
せ
て
、
費
用

を
節
減
さ
せ
た
。

道
愚
は
都
城
西
南
の
宝
山
寺
に
住
し
た
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
五
十
七

『
北
斉
耆
』
趙
郡
五
深
附
子
叡
伝

「
続
高
僧
伝
」
道
逓
伝

『
北
斉
耆
」
武
成
帝
紀

「
続
高
僧
伝
」
僧
稠
伝

一
続
高
僧
伝
」
巻
八

７



‐
鋼
矧
封
珂
一
城
北

定
国
寺

大
慈
寺

大
宝
林
寺

広
法
寺

大
興
聖
寺

中
興
寺

天
平
寺

史
台
処

都
城
旧
宮

城
東

城
西
北
三

台
西

城
北
故
御

城
北

北
城
三
台

河
清
二
年
（
五
六
三
）
秋
八
月
、
詔
し
て
三
台
宮
を
大
興
聖
寺
に
し
た
。

後
主
天
統
二
年
（
五
六
六
）
、
太
上
皇
高
湛
は
詔
し
て
三
台
上
に
興
聖
寺

を
拡
張
す
る
よ
う
命
じ
た
。
天
統
五
年
（
五
六
九
）
正
月
、
ま
た
金
鳳

等
の
三
台
の
ま
だ
寺
に
入
っ
て
い
な
い
も
の
を
大
興
聖
寺
に
布
施
し
た
。

菩
提
流
支
の
郷
城
に
お
け
る
訳
経
の
場
。
ヨ
伽
耶
頂
経
論
」
二
巻
、
天

平
二
年
在
都
城
般
舟
寺
出
」
。
天
平
二
年
（
五
三
五
年
）
、
南
城
は
ま

「
南
台
。
『
後
魏
耆
」
云
、
東
魏
遷
邦
、
高
丞
相
以
南
台
為
定
国
寺
、

倣
碑
浮
屠
極
高
、
其
銘
即
温
子
昇
文
」
。
道
慎
は
こ
の
寺
の
住
持
と
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
又
為
胡
昭
儀
起
大
慈
寺
、
未
成
、
改
穆
皇
后
大
宝
林
寺
、
窮
極
工

巧
」
。

興
和
二
年
（
五
四
一
）
、
東
魏
孝
静
帝
は
詔
し
て
郷
城
旧
宮
を
天
平
寺
と

し
た
。
烏
薑
沙
門
那
連
提
耶
舍
は
北
斉
天
保
七
年
（
五
五
六
）
に
鄭
都

に
到
り
、
文
宣
帝
は
彼
に
天
平
寺
に
と
ど
ま
っ
て
、
三
蔵
を
翻
訳
す
る

よ
う
頼
み
、
ま
た
昭
玄
大
統
法
上
等
二
十
余
人
に
監
訳
を
命
じ
た
。

た
。
法
上
の
弟
子
「
大
学
寺
融
智
法
師
」
と
あ
り
、
大
学
寺
は
あ
る
い

は
大
覚
寺
か
も
し
れ
な
い
。

「
時
丞
相
府
在
北
城
中
、
即
旧
中
興
寺
也
」
。

、
１
Ｋ
ノ
〆

一
Ｚ
）

『
北
斉
耆
』
上
洛
王
思
宗
伝

『
歴
代
三
宝
紀
」
巻
九

『
太
平
壹
宇
記
」
河
北
道
相
州

『
北
斉
聿
二
武
成
帝
紀

「
魏
書
」
釈
老
志

『
北
斉
耆
」
幼
主
紀

8



「
道
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
学
者
は
み
な
「
道
路
」
に
よ
っ
て
理
解
し
、
「
南
北
道
」
と
は
一
本
の
大
道
の
南
側
と
北
側
と
し

（
”
）た

。
し
か
し
、
「
道
」
は
方
位
を
も
指
し
示
し
、
故
に
「
南
北
道
」
と
は
郷
城
の
南
側
と
北
側
を
指
す
は
ず
で
あ
り
、
は
っ
き
り
と
南
城
と

北
城
を
指
す
こ
と
も
で
き
る
。
慧
光
と
そ
の
弟
子
が
鄭
城
に
移
っ
た
後
、
相
対
的
に
郷
城
の
東
南
部
に
集
中
し
た
た
め
、
「
相
州
南
道
」

を
形
成
し
、
一
方
で
道
籠
の
系
統
は
「
相
州
北
道
」
と
な
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
南
道
系
が
長
ら
く
僧
官
の
系
統
を
務
め
た
た
め
、
「
続

（
詔
）

高
僧
伝
」
法
上
伝
に
は
「
故
時
人
語
日
、
京
師
極
望
、
道
場
・
法
上
、
斯
言
允
芙
」
と
言
っ
て
お
り
、
当
時
の
仏
教
界
が
こ
の
よ
う
な
仏

現
在
分
か
る
都
城
寺
院
の
構
成
か
ら
言
う
と
、
南
道
系
の
論
師
で
、
慧
光
、
僧
範
、
二
雲
隠
、
融
智
と
い
っ
た
人
は
み
な
大
覚
寺
に
住
し
、

慧
順
が
住
し
た
大
総
持
寺
は
城
南
に
位
置
し
、
道
逓
の
住
し
た
宝
山
寺
は
城
南
に
位
置
す
る
。
一
方
で
菩
提
流
支
は
城
北
の
般
舟
寺
に
住

し
、
道
籠
も
城
北
に
住
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
、
城
北
の
寺
院
は
い
ず
れ
も
以
前
に
建
設
し
た
古
寺
で
あ
る
が
、
城
南
の
多
く
の
寺

院
は
北
斉
朝
廷
が
新
た
に
建
設
し
た
寺
院
で
あ
り
、
北
斉
政
府
は
南
道
系
論
師
に
対
し
て
大
変
大
き
な
支
援
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
慧
光
と
法
上
は
東
魏
・
北
斉
仏
教
の
「
国
統
」
を
継
い
だ
。
『
続
高
僧
伝
』
慧
光
伝
で
は
、
菩
光
は
「
将
終
前
日
、
乗
車
向

曹
、
行
出
寺
門
、
屋
脊
自
裂
、
即
坐
判
事
、
塊
落
筆
前
、
尋
視
無
従
、
知
及
終
相
。
因
斯
乖
念
、
四
旬
有
余
。
奄
化
干
鄭
城
大
覚
寺
、
春

（
型
）
（
器
）

秋
七
十
美
」
と
記
載
し
て
い
る
。
「
曹
」
と
は
仏
教
の
事
務
を
管
理
す
る
中
央
の
官
衙
の
は
ず
で
あ
り
、
「
魏
書
」
釈
老
志
に
は
「
先
是
、

（
妬
）

立
監
福
曹
、
又
改
為
昭
玄
、
備
有
官
属
、
以
断
僧
務
」
と
言
う
。
東
魏
が
郷
城
に
遷
都
し
た
後
は
、
監
福
曹
は
都
城
の
「
南
城
」
に
在
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
法
上
は
四
十
年
近
く
昭
玄
統
を
務
め
て
お
り
、
地
論
学
派
南
道
系
の
東
魏
、
北
斉
か
ら
後
の
北
周
仏
教
に
到
る

ま
で
の
勢
力
が
見
て
と
れ
る
。

大
集
寺

妙
聖
尼
寺

道
場
法
師
が
こ
の
寺
の
住
持
だ
っ
た
。

「
帝
（
武
成
帝
）
愈
怒
：
．
…
犢
車
載
送
（
李
后
）
妙
聖
尼
寺
」
（

だ
造
営
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
寺
は
北
城
に
在
っ
た
と
断
定
し
て
よ
い
。
－

『
北
斉
書
』
文
宣
李
后
伝

『
続
高
僧
伝
』
明
膳
伝

9



熊
安
生
の
門
下
に
は
、
張
賓
と
同
じ
く
ら
い
名
高
く
、
後
に
出
家
も
し
た
者
と
し
て
、
李
洪
範
が
お
り
、
そ
れ
が
『
続
高
僧
伝
」
義
解

篇
に
収
録
さ
れ
る
「
僧
範
」
（
四
七
六
’
五
五
五
）
で
あ
る
。
道
宣
は
当
時
の
二
人
に
対
す
る
評
価
を
「
相
州
李
洪
範
、
解
徹
深
義
、
都
下

（
鋤
）

張
賓
生
、
領
悟
無
遺
。
斯
言
誠
有
旨
芙
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
道
宣
は
道
籠
が
「
年
交
壮
室
、
領
徒
千
余
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

お
り
、
道
籠
の
儒
学
の
造
詣
が
見
て
と
れ
る
。
三
十
歳
前
後
の
頃
、
張
賓
は
趙
州
元
氏
県
の
応
覚
寺
に
行
き
、
寺
僧
に
水
を
求
め
た
ら
、

劉
悼
、
副

（
調
）

布
し
た
。

地
論
学
派
北
道
系
は
道
籠
を
中
心
と
し
て
、
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
。
道
籠
の
資
料
は
『
続
高
僧
伝
』
道
籠
伝
以
外
に
は
、
他
の
文
献

が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
続
高
僧
伝
』
、
慧
影
「
大
智
度
論
疏
」
の
中
に
は
「
道
場
」
と
い
う
人
物
が
登
場
し
、
し
か
も
道
籠

と
道
場
は
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

道
籠
は
、
俗
名
は
張
賓
、
北
朝
国
学
の
大
儒
で
あ
る
熊
安
生
の
助
手
で
あ
る
。
熊
安
生
は
、
字
は
植
之
、
長
楽
阜
城
の
人
で
あ
る
。
若

い
頃
か
ら
学
問
を
好
み
、
精
励
し
て
倦
ま
な
か
っ
た
。
初
め
陳
達
か
ら
『
三
伝
」
を
受
け
、
ま
た
房
叫
か
ら
『
周
礼
」
を
受
け
、
い
ず
れ

も
大
義
に
通
暁
し
た
。
後
に
は
、
徐
遵
明
に
つ
い
て
数
年
間
学
ん
だ
。
東
魏
天
平
（
五
三
四
）
中
、
李
宝
鼎
に
『
礼
記
』
を
学
ん
だ
。
そ

こ
で
、
幅
広
く
『
五
経
』
に
通
じ
た
が
、
し
か
し
専
ら
一
三
礼
』
を
教
授
し
た
。
弟
子
千
人
余
り
が
門
下
に
や
っ
て
き
て
学
問
を
受
け
た
。

斉
の
河
清
（
五
六
二
’
五
六
五
）
中
、
陽
休
之
（
す
な
わ
ち
楊
休
之
）
が
特
に
上
奏
し
て
国
子
博
士
と
さ
れ
た
。
後
に
周
武
帝
に
高
く
買
わ

れ
、
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
に
、
露
門
学
博
士
、
下
大
夫
を
拝
し
た
。
弟
子
の
中
で
有
名
な
の
は
、
馬
栄
伯
、
張
買
奴
、
實
士
栄
、
孔
籠
、

劉
悼
、
劉
舷
等
で
あ
る
。
著
書
に
『
周
礼
義
疏
」
二
十
巻
、
『
礼
記
義
疏
』
二
十
巻
、
『
孝
経
義
疏
」
一
巻
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
世
間
に
流

教
勢
力
の
分
布
を
概
括
し
て
、
「
南
北
道
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
宣
の
言
う
「
洛
下
有
南
北
二
途
」
と
は
、
洛
陽
仏
教
が

郷
城
に
移
っ
た
後
に
、
南
北
の
両
側
に
分
か
れ
た
構
図
が
出
現
し
た
こ
と
を
指
す
は
ず
で
あ
る
。

二
、
北
道
系
と
『
大
智
度
論
』
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沙
弥
が
「
具
幾
塵
、
方
可
飲
之
」
と
問
い
、
張
賓
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
帰
っ
て
か
ら
、
徒
衆
に
「
非
為
以
水
辱
我
、
直
顕
仏
法
難

思
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
徒
衆
を
解
散
さ
せ
、
応
覚
寺
で
出
家
し
た
。

応
覚
寺
は
早
く
も
北
魏
の
時
代
に
既
に
創
建
さ
れ
て
お
り
、
沈
涛
『
常
山
貞
石
志
』
巻
四
が
唐
開
耀
二
年
（
六
八
三
に
立
て
ら
れ
た

「
大
唐
開
業
寺
李
公
之
碑
」
を
著
録
し
て
、
こ
の
寺
の
淵
源
を
教
え
て
く
れ
る
。
碑
文
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

同
書
は
さ
ら
に
碑
陰
に
彫
刻
の
像
が
あ
り
、
下
に
題
名
を
記
し
て
「
沙
門
曇
朗
供
養
、
沙
門
曇
宝
供
養
、
置
寺
沙
門
僧
明
供
養
、
建
伽
藍

主
陵
州
刺
史
司
徒
公
李
徽
伯
、
息
徐
州
刺
史
北
海
郡
子
旦
、
息
豪
州
刺
史
兵
部
尚
書
子
雄
、
玄
孫
行
本
州
録
参
車
崇
葱
．
：
…
」
と
あ
る
の

（
犯
）

を
記
載
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
李
氏
一
家
は
仏
教
を
崇
め
て
い
た
。
こ
の
寺
は
元
氏
故
城
の
西
、
封
龍
山
の
東
麓
か
近

隣
の
山
地
の
上
に
在
っ
た
。
假
角
、
隠
角
、
応
覚
は
、
み
な
同
音
で
あ
る
。

（
詔
）

「
続
高
僧
伝
』
霊
裕
伝
で
は
、
霊
裕
（
五
一
八
’
六
○
五
）
が
十
五
歳
の
時
、
「
黙
往
趙
郡
応
覚
寺
、
投
明
・
宝
二
禅
師
而
出
家
焉
」
と
あ

る
。
霊
裕
は
五
三
三
年
に
応
覚
寺
で
出
家
し
、
そ
の
師
は
僧
明
、
曇
宝
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
明
贈
（
五
五
九
’
六
二
八
）
も
同
じ
寺
で
出

家
し
て
お
り
、
『
続
高
僧
伝
」
明
贈
伝
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

開
業
寺
者
、
後
魏
黄
門
侍
郎
、
使
持
節
衛
大
将
軍
峡
州
刺
史
、
都
督
翼
・
定
・
侭
・
相
・
段
五
州
諸
軍
事
、
尚
耆
令
、
固
安
伯
李
公

舍
山
第
之
所
立
也
。
其
地
則
前
臨
潭
水
、
金
鳳
鰐
光
而
振
義
、
却
負
常
山
、
玉
馬
騰
姿
而
絶
影
。
東
贈
峻
喋
、
宛
若
香
城
、
西
据
崇

岩
、
依
然
雪
嶺
。
蓋
全
趙
之
勝
地
焉
。
公
諄
喬
、
字
徽
伯
、
趙
郡
元
氏
人
也
。
：
：
：
先
是
有
沙
門
僧
明
・
曇
宝
等
、
井
不
知
何
許
人
。

属
魏
氏
之
遷
都
、
随
孝
文
而
戻
止
、
…
。
：
賭
此
願
力
、
共
謀
経
始
、
…
：
子
彼
延
昌
之
末
錫
其
値
角
之
名
、
孝
昌
年
際
改
為
隠
覚
。

（
瓠
）

自
魏
歴
斉
、
僧
徒
弥
広
…
…
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道
籠
は
菩
提
流
支
の
門
下
に
学
び
、
道
宣
が
「
籠
承
斯
問
、
便
詣
流
支
、
訪
所
深
極
、
乃
授
「
十
地
』
典
教
三
冬
、
随
間
出
疏
」
と
言

（
師
）

及
す
る
よ
う
に
、
道
籠
は
菩
提
流
支
に
つ
い
て
『
十
地
経
論
」
を
三
年
学
び
、
し
か
も
菩
提
流
支
の
講
義
に
よ
っ
て
『
十
地
経
論
疏
』
を

作
っ
た
。
そ
の
後
、
道
籠
は
郷
城
に
行
っ
て
『
十
地
経
論
」
の
講
義
を
行
い
、
名
声
が
鳴
り
響
い
た
の
は
、
東
魏
、
北
斉
の
時
代
の
こ
と

明
媚
は
十
四
歳
で
経
書
に
通
暁
し
、
十
七
歳
で
史
学
に
通
じ
、
州
県
に
推
挙
さ
れ
て
進
士
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
贈
は
世
俗
か
ら
逃
れ

た
い
と
願
い
、
五
七
六
年
、
飛
龍
山
（
す
な
わ
ち
封
龍
山
）
の
応
覚
寺
で
出
家
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
師
父
は
彼
が
上
根
の
利
器
で
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
書
簡
を
出
し
て
彼
を
邦
都
の
大
集
寺
の
道
場
に
差
し
向
け
、
「
大
智
度
論
』
の
研
究
に
専
念
さ
せ
た
。
明
贈
が

道
場
の
門
下
に
入
っ
た
二
年
目
、
す
な
わ
ち
五
七
七
年
に
、
「
周
武
法
難
」
が
起
こ
り
、
そ
こ
で
束
郡
に
隠
棲
し
た
。
晴
代
の
初
年
、
仏

法
が
盛
ん
に
な
る
と
、
相
州
法
蔵
寺
の
住
持
と
な
り
、
内
に
は
大
小
乗
に
通
じ
、
外
に
は
様
々
な
典
籍
に
通
じ
た
。
開
皇
三
年
（
五
八
一
三
、

勅
命
で
大
興
善
寺
に
住
し
、
訳
経
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
大
衆
の
推
挙
を
受
け
て
こ
の
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
明
贈
が
中
国
の
伝
統
的

儒
学
を
重
視
し
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
道
場
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
明
暗
と
道
籠
は
い
ず
れ
も
応
覚
寺
で
出
家
し
て
お
り
、
道

籠
と
道
場
の
二
者
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

道
籠
の
出
家
の
後
、
寺
院
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
三
年
し
て
は
じ
め
て
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
道
宣
は
「
以
賓
聡
明
大
博
、

（
弱
）

不
可
拘
干
常
制
、
即
日
便
与
具
戒
」
と
述
べ
る
。
道
籠
は
出
家
の
日
に
、
す
ぐ
に
具
足
戒
を
受
け
て
お
り
、
し
か
も
西
山
に
行
っ
て
参
学

し
、
彼
の
堅
実
な
儒
学
の
基
礎
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
仏
法
の
大
海
に
深
く
入
り
込
み
、
「
慨
嘆
晩
知
」
で
あ
っ
た
。
「
西
山
」
と
は
山
西
の

（
調
）

百
陽
山
を
指
す
は
ず
で
あ
る
。

釈
明
艫
、
姓
杜
氏
、
恒
州
石
邑
人
也
。
少
有
異
操
、
所
住
龍
貴
村
二
千
余
家
、
同
共
高
之
、
伝
子
口
実
。
十
四
通
経
、
十
七
明
史
、

州
県
乃
挙
為
俊
士
、
性
慕
超
方
、
不
従
辞
命
。
投
飛
龍
山
応
覚
寺
而
出
家
焉
。
師
密
異
其
度
、
乃
致
耆
与
都
下
大
集
寺
道
場
法
師
、

（
弧
）

令
其
依
摂
、
專
学
『
大
論
』
。

14丁
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志
念
（
五
三
五
’
六
○
八
）
が
具
戒
を
受
け
た
の
は
五
五
四
年
の
は
ず
で
、
こ
の
時
道
籠
の
弟
子
で
あ
る
魏
收
は
「
魏
耆
」
を
著
し
た
。
志

念
が
具
戒
を
受
け
た
後
、
道
長
（
す
な
わ
ち
道
場
）
か
ら
「
智
論
』
を
学
び
、
後
に
ま
た
道
籠
か
ら
『
十
地
経
論
』
を
学
ん
だ
。

三
人
は
道
籠
が
昔
の
先
生
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
皇
帝
に
上
奏
し
、
そ
こ
で
「
以
徳
溢
時
、
命
義
在
旋
隆
、
日
賜
黄
金
三
両
」
と
な
っ

た
。
道
籠
は
昔
の
学
生
の
推
賞
を
受
け
て
、
当
時
名
声
を
博
し
た
。

道
籠
の
門
下
の
学
生
は
「
千
有
余
人
」
で
、
そ
の
う
ち
著
名
な
者
と
し
て
は
、
僧
休
、
法
継
、
誕
礼
、
牢
宜
、
儒
果
、
志
念
等
が
い
る
。

そ
の
中
で
牢
宜
、
儒
果
の
二
人
は
伝
が
な
い
。
僧
休
と
そ
の
弟
子
の
宝
襄
は
『
大
智
度
論
」
を
中
心
と
し
、
か
つ
宝
襲
は
晴
代
の
「
大
論

衆
主
」
で
あ
っ
た
。
『
続
高
僧
伝
』
志
念
伝
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

で
あ
ろ
う
。

道
籠
が
都
城
で
講
義
を
し
た
際
、
当
時
助
手
で
あ
っ
た
学
生
ｌ
魏
収
、
邪
子
才
、
楊
休
之
ら
三
人
が
道
寵
の
講
義
に
出
席
し
た
、

『
続
高
僧
伝
」
道
籠
伝
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

釈
志
念
、
．
：
…
至
受
具
。
問
道
邦
都
、
有
道
長
法
師
精
通
「
智
論
」
、
為
学
者
之
宗
。
乃
荷
箱
従
聴
、
経
子
数
載
、
便
与
当
席
檀
名
、

（
調
）

所
謂
誕
礼
・
休
・
継
等
。
一
期
俊
列
、
連
衡
斉
徳
。
：
．
…
又
詣
道
寵
法
師
、
学
『
十
地
論
』
。

時
朝
宰
文
雄
魏
收
・
邪
子
才
・
楊
休
之
等
、
昔
経
籠
席
官
学
由
成
、
自
遺
世
網
、
形
名
座
寄
、
相
従
来
聴
、
皆
莫
暁
焉
。
籠
黙
識
之
、

乃
日
、
公
等
諸
賢
、
既
称
栄
国
、
頗
曽
受
業
、
有
所
来
耶
。
皆
日
、
本
資
張
氏
、
厭
俗
出
家
。
籠
日
、
師
資
有
由
、
今
見
若
此
。
乃

（
犯
）

日
、
罪
極
深
芙
。
初
胎
声
相
、
実
等
昔
師
。
容
儀
頓
改
、
致
此
無
悟
。
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道
籠
伝
と
志
念
伝
を
結
び
つ
け
る
と
、
何
点
か
が
注
目
に
値
す
る
。
一
、
道
場
、
道
籠
の
名
が
同
時
に
現
れ
る
。
二
、
道
場
の
弟
子
も

誕
礼
、
体
、
継
等
で
、
つ
ま
り
誕
礼
、
僧
休
、
法
継
で
あ
り
、
『
大
智
度
論
』
の
学
者
で
も
あ
る
。
志
念
は
「
大
智
度
論
」
、
『
雑
心
論
』

を
宣
揚
し
て
お
り
、
志
念
伝
に
は
「
時
州
都
沙
門
法
継
者
、
両
河
俊
士
、
燕
魏
高
僧
、
居
坐
謂
念
日
、
観
弟
幼
年
、
慧
悟
超
逼
若
斯
、
必

（
伽
）

大
教
由
興
、
名
垂
不
朽
也
」
と
言
う
。
南
北
朝
は
自
由
な
学
風
で
、
学
者
は
諸
師
の
講
義
の
席
に
出
入
り
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に

グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
移
動
す
る
の
は
、
確
か
に
肺
に
落
ち
な
い
。
三
、
道
宣
の
記
述
方
法
は
、
誕
礼
、
僧
休
、
法
継
等
が
道
籠
の
も
と
に

い
た
場
合
に
は
「
其
中
高
者
」
、
道
場
の
も
と
に
い
た
場
合
に
は
「
其
席
檀
名
者
」
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
最
も
大
き
な
成
果
を
収
め

た
弟
子
を
指
す
。
四
、
道
籠
、
道
場
は
い
ず
れ
も
都
下
で
布
教
し
、
道
場
は
大
集
寺
に
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
道
籠
が
住
持

と
な
っ
た
寺
院
は
不
明
で
あ
り
、
道
籠
は
北
斉
時
代
に
こ
の
よ
う
に
高
い
栄
誉
を
得
て
い
た
の
に
、
明
確
な
居
住
寺
院
が
分
か
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
理
解
し
が
た
い
点
で
あ
る
。
五
、
道
宣
の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
道
籠
と
慧
光
は
並
列
さ
れ
て
お
り
、
北
道
、
南
道
の
創
始

（
４
）

者
と
い
う
身
分
で
あ
る
。
し
か
し
『
続
高
僧
伝
」
法
上
伝
で
は
「
故
時
人
語
日
、
京
師
極
望
、
道
場
・
法
上
、
斯
言
允
実
。
」
と
言
い
、

道
場
と
法
上
が
並
列
さ
れ
て
い
る
。

道
場
は
元
来
は
彗
光
の
門
下
で
『
地
論
」
を
学
ん
で
お
り
、
後
に
菩
提
流
支
の
講
説
を
聴
い
た
が
、
菩
提
流
支
と
の
間
に
悶
着
が
あ
っ

た
た
め
、
怒
り
の
心
を
生
じ
、
『
大
智
度
論
」
の
研
究
に
専
念
し
て
、
こ
の
論
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
宗
と
し
た
。

そ
の
他
、
道
棹
「
安
楽
集
』
巻
下
で
は
、
浄
土
の
系
譜
に
言
及
し
て
お
り
、
合
わ
せ
て
六
大
徳
が
い
る
。

し
か
し
、
我
々
は
菩
影
「
大
智
度
論
疏
」
に
お
い
て
道
場
に
関
す
る
事
跡
を
見
出
せ
る
。

自
有
光
律
師
弟
子
道
場
法
師
、
後
聰
留
支
三
蔵
講
説
。
為
被
三
蔵
小
小
唄
故
、
入
嵩
高
山
十
年
、
読
『
大
智
度
論
」
。
已
出
邑
、
欲

（
妃
）

講
此
論
、
千
時
有
一
尼
僧
、
善
楽
読
此
論
、
故
遂
為
檀
越
勧
化
、
令
此
法
師
講
説
。
『
智
度
』
之
興
、
正
在
此
人
。
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菩
提
流
支
の
後
で
、
慧
籠
、
道
場
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
籠
と
道
場
の
間
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
存
在
す
る
。

第
一
は
、
道
籠
と
道
場
は
二
人
の
人
物
の
場
合
で
あ
る
。
地
論
学
派
北
道
系
の
道
籠
門
下
の
弟
子
た
ち
は
、
た
い
て
い
道
場
の
門
下
に

移
っ
て
、
「
大
智
度
論
」
を
宗
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
籠
が
菩
提
流
支
に
学
ん
だ
時
か
ら
、
『
大
智
度
論
」
に

転
向
す
る
ま
で
、
二
十
年
前
後
に
過
ぎ
ず
、
地
論
学
派
北
道
系
の
主
流
は
低
調
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
般
的
な
見
方
で
は
、
曇
遷
が
開
皇

（
“
）

七
年
（
五
八
七
）
に
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
」
を
北
に
伝
え
、
そ
こ
で
北
道
系
が
摂
論
学
の
考
え
を
取
り
入
れ
た
と
み
な
す
。
湛
然
『
法
華
玄

（
妬
）

義
釈
籔
』
は
「
加
復
「
摂
大
乗
」
興
、
亦
計
黎
耶
、
以
助
北
道
」
と
言
う
。
道
籠
は
菩
提
流
支
か
ら
『
十
地
経
論
」
を
学
び
、
道
場
も
慧

光
、
菩
提
流
支
の
門
下
で
学
ん
だ
が
、
し
か
し
道
場
は
「
大
智
度
論
」
の
宣
揚
を
主
と
し
、
し
か
も
道
籠
の
弟
子
た
ち
も
『
大
智
度
論
」

と
『
雑
心
論
」
等
に
転
向
し
、
地
論
学
派
が
『
華
厳
経
」
、
「
十
地
経
論
』
等
を
重
視
す
る
の
と
は
全
く
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
北
道
系
の

発
展
は
智
度
学
派
、
毘
曇
学
派
を
主
軸
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
北
道
系
は
『
摂
大
乗
論
」
北
伝
以
前
に
、
も
う
消
え
て
し
ま

（
妬
）

っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
学
者
も
お
り
、
つ
ま
り
北
道
系
の
学
術
的
傾
向
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

第
二
は
、
道
寵
と
道
場
が
同
一
人
物
の
場
合
で
あ
り
、
彼
と
弟
子
た
ち
の
思
想
が
み
な
変
化
し
て
、
『
十
地
経
論
」
か
ら
『
大
智
度

論
」
へ
と
転
向
し
た
の
で
あ
る
。
僧
休
、
法
継
、
志
念
は
み
な
『
大
智
度
論
』
を
宗
と
し
、
明
贈
は
応
覚
寺
で
出
家
し
て
、
や
は
り
道
場

に
つ
い
て
学
び
、
専
ら
「
大
智
度
論
」
を
研
究
し
た
。
も
し
道
籠
と
道
場
が
同
一
人
物
な
ら
ば
、
明
贈
が
道
場
と
同
じ
寺
院
で
出
家
し
、

後
に
は
彼
の
師
父
が
彼
を
推
薦
し
て
道
場
に
つ
い
て
学
ば
せ
た
の
も
、
道
理
に
か
な
う
。
従
っ
て
、
道
籠
（
道
場
）
の
弟
子
た
ち
は
み
な

依
中
国
及
以
此
土
大
徳
所
行
者
、
余
五
鬚
面
塔
、
豈
寧
自
訓
。
但
以
遊
歴
披
勘
、
敬
有
師
承
。
何
者
。
謂
中
国
大
乗
法
師
流
支
三
蔵
。

次
有
大
徳
呵
避
名
利
、
則
有
慧
籠
法
師
。
次
有
大
徳
尋
常
敷
演
、
毎
感
聖
僧
来
聴
、
則
有
道
場
法
師
。
次
有
大
徳
和
光
孤
栖
、
二
国

（
媚
）

慕
仰
、
則
有
曇
鶯
法
師
。
次
有
大
徳
禅
観
独
秀
、
則
有
大
海
禅
師
。
次
有
大
徳
聡
慧
守
戒
、
則
有
斉
朝
上
統
。
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『
大
智
度
論
」
を
主
と
し
、
『
地
論
」
、
『
雑
心
」
を
兼
学
し
た
の
で
あ
る
。
道
籠
伝
に
よ
れ
ば
、
道
籠
の
在
俗
の
弟
子
に
魏
收
、
邪
子
才
、

楊
休
之
が
お
り
、
か
つ
て
皇
帝
に
上
奏
し
て
毎
日
道
籠
に
黄
金
三
両
を
下
賜
さ
せ
た
が
、
し
か
し
魏
收
の
著
し
た
『
魏
害
」
釈
老
志
は

「
世
宗
以
来
至
武
定
末
、
沙
門
知
名
者
、
有
惠
猛
、
恵
辨
、
恵
深
、
僧
暹
、
道
欽
、
僧
献
、
道
啼
、
僧
深
、
惠
光
、
恵
顕
、
法
栄
、
道
長
、

（
灯
）

並
見
重
於
当
世
」
と
記
載
す
る
。
道
長
と
は
道
場
で
あ
り
、
道
宣
と
魏
收
の
記
述
の
違
い
か
ら
は
、
道
籠
と
道
場
は
一
人
だ
と
言
う
し
か

し
か
し
、
道
緯
「
安
楽
集
」
、
道
宣
『
続
高
僧
伝
」
の
記
載
は
大
変
明
確
で
、
道
籠
と
道
場
が
二
人
で
あ
っ
た
理
由
は
更
に
充
分
で
あ

る
。
道
籠
は
菩
提
流
支
の
弟
子
で
あ
り
、
『
十
地
経
論
』
を
宣
揚
し
た
。
道
場
は
慧
光
の
弟
子
で
あ
っ
て
、
菩
提
流
支
の
講
義
を
聴
い
た

こ
と
は
あ
る
が
、
菩
提
流
支
に
つ
い
て
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
後
に
は
「
大
智
度
論
」
を
宣
揚
し
た
。
道
籠
の
弟
子
た
ち
が
道
場
に
つ

い
て
「
大
智
度
論
」
を
学
ん
だ
の
で
、
地
論
学
派
北
道
系
は
『
大
智
度
論
」
、
「
成
実
論
」
、
「
雑
心
論
」
に
転
向
し
た
の
で
あ
る
。

道
場
と
法
上
は
い
ず
れ
も
北
斉
時
代
の
最
も
著
名
な
義
学
の
高
僧
で
あ
り
、
地
論
学
派
の
内
部
分
裂
は
、
彼
ら
二
人
か
ら
始
ま
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
北
道
系
の
学
問
的
傾
向
は
『
大
智
度
論
」
を
中
心
に
、
『
毘
曇
」
、
「
成
実
」
を
兼
習
し
、
南
道
系
は
「
十
地
経
論
』
を
中
心

に
、
「
華
厳
経
」
、
「
浬
藥
経
』
を
兼
習
し
て
お
り
、
二
系
統
の
学
問
的
傾
向
に
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
慧
光
と
道
籠
は
い

ず
れ
も
菩
提
流
支
の
も
と
で
学
び
、
菩
光
は
ず
っ
と
菩
提
流
支
の
訳
経
を
手
伝
い
、
二
人
と
も
「
十
地
経
論
』
を
宣
揚
し
た
の
で
、
二
人

の
分
裂
は
思
想
上
と
事
実
上
の
理
由
を
欠
い
て
い
る
。
一
方
で
法
上
と
道
場
は
確
か
に
地
論
学
派
南
北
道
の
異
な
る
学
問
的
傾
向
を
体
現

し
た
の
で
あ
る
。

な
い

C
南
北
朝
の
仏
教
学
と
陪
唐
の
宗
派
を
比
較
す
る
と
、
二
者
の
共
通
点
は
師
資
相
承
で
あ
り
、
み
な
一
種
の
「
経
典
伝
統
」
で
あ
る
。
相

違
点
は
と
い
う
と
、
前
者
に
は
後
者
の
修
道
体
系
や
僧
団
制
度
等
が
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
経
典
伝
統
」
の
形
成
は
、
「
内
數
性
」

三
、
結
論
恥
地
論
学
派
分
裂
の
「
真
相
」
と
「
虚
像
」
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と
「
外
散
性
」
に
向
か
っ
て
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
。
所
謂
「
内
數
性
」
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
成
員
が
基
本
的
な
概
念
・
論
旨
を
受
け

と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
継
者
も
こ
れ
ら
の
概
念
・
論
旨
の
解
釈
の
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
思
想
の
影
響
に
よ
り
、
一
部
に

相
違
が
あ
る
外
縁
的
な
論
旨
を
形
成
す
る
、
そ
れ
が
「
外
散
性
」
で
あ
る
。
地
論
学
派
の
樹
立
と
分
裂
は
、
ま
さ
し
く
南
北
朝
の
仏
教
学

派
に
お
け
る
「
内
數
性
」
と
「
外
散
性
」
の
弁
証
法
的
発
展
過
程
を
表
し
て
い
る
。

勒
那
摩
提
、
菩
提
流
支
が
中
国
に
や
っ
て
来
て
か
ら
、
例
え
ば
『
深
密
解
脱
経
」
、
「
宝
性
論
』
、
「
金
剛
経
論
』
、
「
十
地
経
論
』
等
と
い

っ
た
大
量
の
琉
伽
行
派
関
連
の
経
論
を
訳
出
し
、
そ
こ
で
心
識
、
仏
性
、
浬
梁
、
縁
集
、
円
融
、
浄
土
等
の
「
理
論
モ
デ
ル
」
を
形
成
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
理
論
モ
デ
ル
」
は
後
の
地
論
師
が
み
な
受
け
入
れ
た
基
本
的
概
念
及
び
基
本
的
論
旨
に
過
ぎ
ず
、
定
型
化
さ

れ
た
理
論
体
系
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
慧
光
、
道
籠
の
働
き
は
、
紛
れ
も
な
く
開
拓
的
な
働
き
を
持
っ
て
い
た
。
慧
光
は
長
ら
く
勒
那
摩
提
、

菩
提
流
支
の
も
と
で
訳
経
の
仕
事
に
参
加
し
、
印
度
仏
教
の
経
典
の
伝
統
を
熟
知
か
つ
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
学
派
の
「
内

敵
性
」
の
原
則
を
尊
ん
だ
の
は
、
紛
れ
も
な
く
慧
光
以
下
の
南
道
系
の
重
要
な
現
象
で
あ
る
。
一
方
で
道
籠
が
菩
提
流
支
の
も
と
で
教
育

を
受
け
た
時
間
は
か
な
り
短
く
、
そ
こ
で
よ
り
多
く
の
「
外
散
性
」
の
余
地
が
あ
り
、
と
り
わ
け
道
場
は
「
大
智
度
論
」
を
重
視
し
、
そ

の
経
典
に
関
す
る
学
術
的
伝
統
は
も
は
や
地
論
学
派
の
「
本
義
」
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
の
で
あ
る
。
法
上
の
時
代
に
な
っ
て
、
南
道
、
北

道
は
異
な
っ
た
発
展
の
道
を
形
成
し
た
。

地
論
学
派
の
南
北
二
道
は
北
朝
末
年
か
ら
陪
初
に
浄
影
慧
遠
と
志
念
を
領
袖
と
す
る
思
想
集
団
を
出
現
さ
せ
た
。
あ
る
い
は
二
人
の
学

問
的
傾
向
の
違
い
に
よ
っ
て
、
南
北
道
の
分
派
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
浄
影
慧
遠
（
五
二
三
’
五
九
二
）
は
、
地
論
学

（
蛤
）

派
南
道
系
の
集
大
成
と
な
る
人
物
と
し
て
、
湯
用
彫
は
慧
遠
を
「
地
論
で
あ
り
つ
つ
浬
梁
を
兼
ね
た
学
者
」
と
し
た
。
浄
影
慧
遠
は
晴
文

帝
の
尊
崇
を
受
け
、
ま
ず
洛
州
沙
門
都
を
授
け
ら
れ
、
最
後
に
は
長
安
六
大
徳
の
一
人
に
な
っ
た
。
慧
遠
の
生
涯
で
は
門
下
生
が
全
国
に

（
⑲
）

遍
く
お
り
、
道
宣
は
「
服
勤
請
益
七
百
余
人
、
道
化
天
下
、
三
分
其
二
」
と
言
い
、
霊
燦
、
慧
遷
は
「
地
論
衆
主
」
、
善
冑
は
「
浬
藥
衆

主
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
浄
影
慧
遠
及
び
そ
の
弟
子
達
が
み
な
文
帝
の
尊
崇
す
る
高
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
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浄
影
慧
遠
は
著
作
の
中
で
、
ま
だ
自
身
の
学
派
の
経
典
の
伝
統
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
が
、
し
か
し
思
想
を
論
述
す
る

面
に
お
い
て
は
、
や
は
り
地
論
学
派
南
道
系
の
核
心
的
な
義
理
を
表
現
で
き
て
い
る
。
『
大
乗
義
章
」
八
識
義
の
中
で
、
最
後
の
第
十
門

（
卵
）

は
「
対
治
邪
執
」
で
あ
り
、
懸
命
に
異
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
の
異
説
は
北
道
系
の
学
説
の
可
能
性
が
あ
る
。
地
論
学
派
が
南
北
二

道
に
分
か
れ
た
と
い
う
見
方
は
、
智
顎
に
始
ま
り
、
そ
の
前
に
は
何
の
記
載
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
智
顎
は
浄
影
慧
遠
の
学
説
を
引
用
か

つ
批
判
し
て
お
り
、
南
北
二
道
の
見
方
が
あ
る
い
は
浄
影
慧
遠
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

志
念
（
五
三
五
’
六
○
八
）
は
、
二
十
歳
前
後
の
頃
、
鄭
都
に
遊
学
し
、
道
場
に
師
事
し
て
『
大
智
度
論
」
を
数
年
間
学
び
、
ま
た
道
籠

法
師
に
つ
い
て
「
十
地
経
論
」
を
学
ん
だ
。
後
に
は
、
「
毘
曇
孔
子
」
の
称
号
を
持
つ
慧
嵩
の
も
と
に
投
じ
、
『
毘
曇
」
を
学
ん
で
、
名
声

が
高
ま
っ
た
。
故
郷
の
翼
州
に
帰
り
、
十
年
間
「
大
智
度
論
』
、
『
雑
心
論
」
を
宣
揚
し
た
。
晴
代
に
は
、
漢
王
楊
諒
の
招
き
に
応
じ
、
開

義
寺
、
大
興
国
寺
に
住
し
、
学
徒
は
四
、
五
百
人
で
あ
っ
た
。
階
蝪
帝
は
慧
日
道
場
に
入
る
よ
う
招
聰
し
た
が
、
固
辞
し
て
住
ま
な
か
つ

（
団
）

た
。
大
業
四
年
（
六
○
八
）
、
七
十
四
歳
で
没
し
、
「
迦
延
雑
心
論
疏
」
及
び
『
広
紗
」
各
九
巻
を
著
し
た
。
従
っ
て
、
志
念
は
「
大
智
度

論
」
と
「
毘
曇
」
を
中
心
と
し
た
人
で
あ
る
。

浄
影
慧
遠
と
志
念
は
、
い
ず
れ
も
晴
文
帝
時
代
に
著
名
で
あ
っ
た
沙
門
の
領
袖
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
国
仏
教
は
陦
初
に
お
い

て
次
第
に
大
乗
仏
教
の
主
体
的
意
識
を
も
樹
立
し
た
。
浄
影
誉
遠
の
弟
子
は
「
衆
主
」
の
地
位
を
相
継
い
で
継
承
し
、
南
道
系
の
学
術
的

伝
統
は
紛
れ
も
な
く
大
量
の
社
会
的
資
源
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
北
道
系
の
志
念
は
晴
の
漢
王
楊
諒
の
支
援
の
も
と
で
、
や

は
り
枝
葉
を
茂
ら
せ
た
。
浄
影
慧
遠
は
長
安
で
、
志
念
は
井
州
で
、
二
大
学
術
集
団
を
形
成
し
、
二
者
は
当
時
に
輝
き
を
放
っ
た
。
浄
影

慧
遠
は
地
論
学
派
の
「
内
數
性
」
の
原
則
、
す
な
わ
ち
大
乗
仏
教
の
真
識
心
縁
起
に
よ
っ
た
の
で
、
志
念
等
北
道
系
の
「
外
散
性
」
思
想

ｌ
『
大
智
度
論
』
、
言
皆
雲
」
、
『
成
実
」
等
Ｉ
を
批
判
し
た
。

従
っ
て
、
「
南
道
」
、
「
北
道
」
は
方
位
か
ら
言
う
と
、
郷
城
の
南
北
二
大
区
域
で
あ
り
、
『
続
高
僧
伝
』
道
籠
伝
の
言
う
「
籠
在
道
北
教

（
醜
）

牢
・
宜
四
人
、
光
在
道
南
教
囑
・
範
十
人
」
と
は
、
道
囑
の
宝
山
寺
、
僧
範
の
大
覚
寺
が
ま
さ
し
く
城
南
に
在
り
、
道
籠
が
城
北
に
住
し
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て
い
た
こ
と
を
言
う
。
次
に
、
「
南
北
道
」
と
は
二
大
学
術
集
団
で
も
あ
り
、
思
想
上
に
多
く
の
違
い
が
あ
り
、
と
り
わ
け
北
道
系
は

「
大
智
度
論
」
、
「
成
実
論
』
、
「
雑
心
論
」
を
中
心
と
し
て
い
た
。
最
後
に
、
「
南
北
道
」
の
不
一
致
は
、
現
実
的
な
勢
力
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
南
道
系
は
僧
官
の
系
統
を
占
め
、
朝
廷
の
支
援
を
受
け
た
が
、
北
道
系
は
抑
圧
さ
れ
、
そ
こ
で
あ
る
程
度

の
衝
突
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
「
南
北
道
」
の
思
想
、
現
実
の
二
面
に
お
け
る
明
ら
か
な
分
岐
は
、
北
斉
の
法
上
の
時
代
で
あ
り
、

北
魏
、
東
魏
の
慧
光
の
時
代
で
は
な
い
し
、
勒
那
摩
提
、
菩
提
流
支
の
時
代
で
な
い
の
は
尚
更
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
影
慧
遠
の
時
代
に
な

る
と
、
法
上
と
道
場
の
思
想
・
現
実
に
お
け
る
不
一
致
が
、
浄
影
慧
遠
と
志
念
の
二
人
に
ま
で
続
き
、
そ
こ
で
こ
の
種
の
不
一
致
を
一
層

明
瞭
か
つ
激
烈
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
露
）

『
十
地
経
論
』
の
翻
訳
に
関
し
て
、
「
三
人
共
訳
説
」
、
．
字
為
異
」
、
「
三
人
別
訳
、
後
人
合
之
」
、
「
慧
光
合
翻
」
等
の
伝
説
が
生
じ
た
〔

こ
れ
ら
の
種
々
の
伝
説
の
「
虚
像
」
は
、
地
論
学
派
南
北
道
の
不
一
致
、
紛
争
と
無
関
係
で
は
な
い
。

註（
１
）
吉
津
宜
英
「
地
論
師
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
」
、
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
一
号
、
一
九
七
三
年
、
三
二
頁
。

（
２
）
「
妙
法
蓮
華
経
玄
義
』
巻
九
上
、
『
大
正
蔵
』
第
三
三
巻
、
七
九
二
頁
上
。

（
３
）
「
維
摩
経
玄
疏
』
巻
五
、
『
大
正
蔵
」
第
三
八
巻
、
五
五
二
頁
上
。

（
４
）
『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
」
巻
一
、
「
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
二
二
五
頁
下
。

（
５
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
七
道
籠
伝
、
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
四
八
二
頁
下
。

（
６
）
『
法
華
文
句
記
」
巻
七
中
、
『
大
正
蔵
」
第
三
四
巻
、
二
八
五
頁
上
。

（
７
）
鎌
田
茂
雄
「
中
国
仏
教
通
史
』
（
四
）
、
高
雄
、
仏
光
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
三
六
九
頁
。

（
８
）
中
国
仏
教
協
会
編
「
中
国
仏
教
」
（
一
）
、
上
海
、
知
識
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
二
五
一
頁
。
呂
徴
『
中
国
仏
学
源
流
略
講
』
、
北
京
、
中
華

耆
局
、
一
九
七
九
年
、
一
四
二
頁
。

（
９
）
布
施
浩
岳
「
十
地
経
論
の
伝
訳
と
南
北
二
道
の
濫
鵤
」
、
『
仏
教
研
究
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
三
七
年
。
任
継
愈
主
編
「
中
国
仏
教
史
』
（
第
四



三
巻
）
は
、
唐
初
に
「
南
道
」
と
称
す
る
の
を
調
べ
る
と
、
洛
陽
か
ら
広
州
へ
の
街
道
を
も
指
し
て
お
り
、
慧
光
の
思
想
が
南
方
の
真
諦
の
主
張

と
合
致
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
後
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
南
北
を
分
け
た
と
い
う
の
も
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
『
中
国
仏
教

史
」
（
第
三
巻
）
、
北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
四
五
八
頁
に
見
え
る
。

（
蛆
）
温
玉
成
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
た
。
勒
那
摩
提
は
お
お
よ
そ
五
一
五
年
以
前
に
死
去
し
て
お
り
、
彼
は
ず
っ
と
少
林
寺
に
住
し
て
い
た
。

菩
提
流
支
は
お
お
よ
そ
五
一
三
年
に
京
師
洛
陽
に
北
上
し
、
五
一
七
年
に
永
寧
寺
に
入
っ
た
…
…
理
に
か
な
っ
た
解
釈
と
し
て
は
、
少
林
寺
は
南

に
在
り
、
洛
陽
は
北
に
あ
る
の
で
、
勒
那
摩
提
の
学
説
は
「
南
道
」
と
称
さ
れ
、
菩
提
流
支
の
学
説
は
「
北
道
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
少

林
訪
古
」
、
広
州
、
百
花
文
芸
出
版
社
、
二
○
○
一
年
、
二
六
頁
。

（
ｕ
）
「
深
密
解
脱
経
序
』
、
『
大
正
蔵
」
第
一
六
巻
、
六
六
五
頁
上
。

（
吃
）
『
魏
書
』
巻
一
百
六
上
地
形
志
上
、
二
四
五
六
頁
。

（
過
）
以
下
を
参
照
。
河
北
臨
潭
県
文
保
所
「
郷
城
考
古
調
査
和
鈷
探
簡
報
」
、
「
中
原
文
物
」
一
九
八
三
年
第
四
期
。
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
、

河
北
省
文
物
研
究
所
都
城
考
古
工
作
隊
「
河
北
臨
潭
郷
北
城
遺
阯
勘
探
発
掘
簡
報
」
、
『
考
古
」
一
九
九
○
年
第
七
期
。

（
魁
）
『
魏
書
』
巻
十
二
孝
静
紀
十
二
、
二
九
八
’
二
九
九
頁
。

（
賂
）
「
北
斉
書
』
巻
十
八
列
伝
十
・
高
隆
之
、
二
三
六
頁
。

（
略
）
「
北
斉
書
」
巻
三
十
八
列
伝
十
三
・
辛
術
、
五
○
一
頁
。

（
Ⅳ
）
『
魏
耆
」
巻
十
二
孝
静
紀
十
二
、
三
○
三
’
三
○
四
頁
。

（
略
）
楊
維
中
氏
は
『
中
国
唯
識
宗
通
史
』
（
上
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
「
東
魏
、
北
斉
期
の
郷
都
は
北
城
、
南
城
に
分
か
れ
て
い

た
。
北
城
は
旧
城
で
、
南
城
は
東
魏
が
新
た
に
造
っ
た
」
。
し
か
し
、
後
文
で
は
ま
た
「
曹
操
が
建
て
た
郷
都
は
北
城
と
南
城
に
分
か
れ
、
中
間

に
は
東
西
方
向
の
大
道
が
街
を
分
断
し
て
い
る
」
と
言
う
。
二
つ
の
文
章
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
「
中
国
唯
識
宗
通
史
」
（
上
）
、
南
京
、
江
蘇
人
民

出
版
社
、
二
○
○
八
年
、
六
一
’
六
二
頁
に
見
え
る
。

（
四
）
施
和
金
「
北
斉
地
理
志
」
（
上
）
、
北
京
、
中
華
害
局
、
二
○
○
八
年
、
六
頁
か
ら
の
再
引
用
。

（
釦
）
『
中
国
唯
識
宗
通
史
」
（
上
）
、
六
二
頁
。

（
皿
）
鵺
金
忠
霊
篭
仏
教
」
、
北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
○
○
九
年
、
二
九
’
三
○
頁
参
照
。

（
犯
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
八
僧
範
伝
に
「
卒
干
郷
東
大
覚
寺
」
と
言
う
。
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
四
八
四
頁
上
。
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（
鋤
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
八
僧
範
伝
、
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
三
八
四
頁
中
。

（
釦
）
李
裕
群
『
北
朝
晩
期
石
窟
寺
研
究
」
、
北
京
、
文
物
出
版
社
、
二
○
○
三
年
、
五
四
頁
か
ら
の
再
引
用
。

（
認
）
封
龍
山
と
は
飛
龍
山
。
『
嘉
慶
重
修
一
統
志
』
第
二
二
三
一
冊
「
封
龍
山
在
距
鹿
県
南
、
接
元
氏
県
界
、
一
名
飛
龍
山
…
…
「
階
書
・
地
理

志
・
石
邑
」
有
封
龍
山
、
『
元
和
志
」
飛
龍
山
在
距
鹿
県
西
南
四
十
五
里
、
元
氏
県
西
北
三
十
里
、
「
臺
宇
記
」
飛
龍
山
一
名
封
龍
山
」
。

（
詔
）
「
続
高
僧
伝
』
巻
九
霊
裕
伝
、
「
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
四
九
五
頁
中
。

（
拠
）
『
続
高
僧
伝
」
巻
二
十
四
明
贈
伝
、
「
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
六
三
二
頁
下
。

（
弱
）
『
続
高
僧
伝
」
巻
七
道
龍
伝
、
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
四
八
二
頁
中
。

（
郡
）
里
道
徳
雄
「
地
論
宗
北
道
派
の
成
立
と
消
長
ｌ
〈
道
寵
伝
〉
を
中
心
と
す
る
一
小
見
」
、
「
大
倉
山
論
集
」
第
一
四
輯
、
一
九
七
九
年
、
一
五

（
羽
）
「
続
高
僧
伝
」
巻
十
靖
嵩
伝
、
『
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
五
○
一
頁
中
。

（
型
）
『
続
高
僧
伝
」
巻
二
十
一
慧
光
伝
、
「
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
六
○
八
頁
上
。

（
妬
）
「
中
国
唯
識
宗
通
史
」
（
上
）
、
六
三
頁
。

（
妬
）
「
魏
書
』
巻
一
百
一
十
四
釈
老
志
、
三
○
四
○
頁
。

（
訂
）
楊
維
中
氏
は
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。
階
唐
の
文
献
が
記
録
し
た
地
論
師
が
「
道
」
を
分
け
た
と
い
う
原
因
は
、
郷
都
（
相
州
）
の
街
の
構
造

に
よ
っ
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
上
文
に
列
挙
し
た
事
実
か
ら
見
る
と
、
お
お
む
ね
菩
提
流
支
の
弟
子
は
郷
城
旧
城
の
北
区
に
住
し
、
薑
光
は
郷

城
旧
城
の
南
区
に
住
し
た
と
い
っ
た
事
実
が
存
在
す
る
。
『
中
国
唯
識
宗
通
史
」
（
上
）
、
六
三
頁
。

（
銘
）
「
続
高
僧
伝
」
巻
八
法
上
伝
、
『
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
四
八
五
頁
上
。

（
羽
）
冒
萱
巻
四
十
五
儒
林
伝
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
、
八
二
一
’
八
一
三
頁
、
『
北
史
」
巻
八
十
二
儒
林
伝
、
二
七
四
三
’
二
七

四
頁

四
五
頁
。

ヨヨーヨ
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（
妬
）
『
法
華
玄
義
釈
籔
」
巻
‐

（
蝿
）
吉
村
誠
「
摂
論
学
派
に
吟

（
卿
）
「
魏
書
』
巻
一
百
一
十
雨

（
蛤
）
湯
用
彫
「
魏
晋
南
北
朝
（

（
蛸
）
『
続
高
僧
伝
」
巻
十
五
、

（
帥
）
伊
吹
敦
「
地
論
宗
北
道
璋

（
団
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
十
二

（
砲
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
七
道
一

（
銘
）
聖
凱
弓
十
地
経
論
』
訳

社
、
二
○
○
九
年
一
二
月
。

『
続
高
僧
伝
』
巻
八
法
上
伝
、
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
四
八
五
頁
上
。

『
大
智
度
論
疏
』
巻
二
十
四
、
『
卍
新
蟇
続
蔵
経
』
第
四
六
冊
、
九
一
二
頁
下
。

「
安
楽
集
』
巻
下
、
「
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
、
一
四
頁
中
。

勝
又
俊
教
『
仏
教
に
お
け
る
心
識
説
の
研
究
』
、
東
京
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
四
年
、
五
六
四
頁
。
中
国
仏
教
教
会
編
『
中
国
仏
教
』
第

一
輯
、
上
海
、
知
識
出
版
社
、
一
九
八
○
年
、
二
五
四
頁
。

『
法
華
玄
義
釈
義
」
巻
十
八
、
「
大
正
蔵
」
第
三
三
巻
、
九
四
二
頁
下
。

吉
村
誠
「
摂
論
学
派
に
お
け
る
玄
葵
の
修
学
に
つ
い
て
」
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
四
五
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
、
四
八
頁
。

「
魏
書
』
巻
一
百
一
十
四
釈
老
志
、
「
魏
耆
」
三
、
二
○
四
七
頁
。

湯
用
彫
「
魏
晋
南
北
朝
仏
教
史
』
（
下
冊
）
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、
六
六
○
頁
。

『
続
高
僧
伝
」
巻
十
五
、
『
大
正
蔵
』
第
五
○
巻
、
五
四
九
頁
上
。

伊
吹
敦
「
地
論
宗
北
道
派
の
心
識
説
に
つ
い
て
」
、
『
仏
教
学
」
第
四
○
号
、
一
九
九
九
年
、
二
三
’
五
九
頁
。

『
続
高
僧
伝
』
巻
十
一
志
念
伝
、
『
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
五
○
八
頁
中
’
五
○
九
頁
中
。

『
続
高
僧
伝
』
巻
七
道
寵
伝
、
『
大
正
蔵
」
第
五
○
巻
、
四
八
二
頁
下
。

聖
凱
ヨ
十
地
経
論
一
訳
者
新
探
ｌ
菩
提
流
支
主
訳
説
的
成
立
」
、
「
仏
学
与
国
学
ｌ
楼
宇
烈
教
授
七
秩
晋
五
頌
寿
文
集
』
、
北
京
、
九
州
出
版

、、

乙乙


